
令和 8年 3月吉日 

 

インターネットバンキングご契約者 様 

 

諏訪信用金庫 

 

インターネットバンキング サービス内容の一部改定について 

 

平素より諏訪信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、インターネットバンキングの安全性向上を目的として、サービス内容を一部

改定することとなりましたので、お知らせいたします。 

お客さまの大切なご預金を守り、サービスをより安全にご利用いただくため、ご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

 

【改定日】 

令和 8年 4月 1日（水） 

 

【主な改定内容】 

 

■個人向けインターネットバンキング 

 

1. ワンタイムパスワード生成機（ハードウェアトークン）発行手数料の変更 

   改定前：新規発行時 無料、再発行時 1,100円（税込） 

   改定後：新規発行時、再発行時とも 550円（税込） 

 

2. ワンタイムパスワードをご利用でない場合の振込限度額の変更 

   1回あたり：20万円 

   1日あたり：20万円 

   ※ワンタイムパスワード（ハードウェアトークンまたはソフトウェアトークン）をご利

用登録されている場合は、振込限度額の変更はございません。 

   ※新たにワンタイムパスワードのご利用登録をされた場合は、登録日の翌日から現在ご

設定の振込限度額となります。 

 

 

 

 



■法人向けインターネットバンキング 

 

1. ワンタイムパスワード生成機（ハードウェアトークン）発行手数料の変更 

   改定前：初回発行時 無料、再発行時 1,100円（税込） 

   改定後：初回発行時、再発行時とも 550円（税込） 

 

2. スマートフォンを利用したソフトウェアトークン（アプリ版）の提供開始 

   ※ハードウェアトークンとの選択制といたします。お客さまのご都合に合わせてお選び

いただけます。 

 

3. 1日あたりの振込利用限度額の設定 

   1日あたりの振込限度額：3,000万円 

   ※現在、利用限度額は無制限となっておりますが、セキュリティ強化のため標準の限度

額を設定いたします。 

   ※3,000 万円を超える限度額をご希望の場合は、所定の審査が必要となります。お取引

店舗へご相談ください。 

 

ご不明な点がございましたら、お気軽に最寄りの営業店またはすわしんサポートセンター

【0120-03-1917】までお問い合わせください。 

今後とも諏訪信用金庫をよろしくお願い申し上げます。 


